
７４９円

※　昼食の提供も可能ですが自費で１食につき　５６６円　頂きます。

１月につき２４０円

運動器機能向上加算

４５５円

５１０円

５６６円

事業所が送迎を行わない場合 ４７円減算（片道につき）

利用開始日の属する月から３月以内２０００円（１月につき）

生活行為向上リハビリテーション実施加算

利用開始日の属する月から３月超から６月以内１０００円（１月につき）

※選択的サービスとは、運動器機能向上サービス・栄養改善サービス・口腔機能向上サービスをいう。

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ）

１月につき４８０円（選択サービスのうち２種類実施）

１月につき７００円（選択サービスのうち３種類実施）

事業所評価加算 １月につき１２０円

９４円減算（１日につき）

介護予防通所リハビリテーション費（加算）

サービス項目 算定項目及び単価

介護予防通所リハビリテーション費（基本）

要支援　１

要介護　５

２時間以上３時間未満

（１回につき）

３４３円

３９８円

認知症短期集中リハビリテーション実施加算　Ⅰ １週に２日を限度として１日につき２４０円

通所リハビリテーション費（加算）

サービス項目 算定項目及び単価

リハビリテーションマネジメント加算　Ⅰ ２３０円（１月につき）

要介護　２

要介護　３

要介護　１

５２０円

要介護　４

３時間以上４時間未満

（１回につき）

４４４円

別紙　１　（ご利用料金）
※　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を算定させて頂いています。

通所リハビリテーション費（基本）

５９６円

６７３円

（平成２９年６月１日改正）

口腔機能向上加算

重度療養管理加算

同意日の属する月から６月以内１０２０円（１月につき）

同意日の属する月から６月超７６０円（１月につき）

１１０円(１日につき）

６０円（１日につき）

１月に２回を限度として１回につき１５０円

１月に２回を限度として１回につき１５０円

１００円（１日につき）

若年性認知症利用者受入加算

栄養改善加算

短期集中リハビリテーション実施加算

リハビリテーションマネジメント加算　Ⅱ

要支援　２

１月につき１，８１２円

サービス提供体制強化加算　（Ⅰ）　イ １８円（１日につき）

サービス提供体制強化加算　（Ⅰ）　イ

要支援　１

要支援　２

１月につき７２円

１月につき１４４円

１月につき３，７１５円

口腔機能向上加算 １月につき１５０円

若年性認知症利用者受入加算

１月につき２２５円

栄養改善加算 １月につき１５０円

同一建物減算


